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 伊勢市教育委員会に対する事務委任規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 19 年９月 11 日 

 

 

 

              伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市規則第42号 

   伊勢市教育委員会に対する事務委任規則 

 教育に関する市長の権限の一部を委任する規則（平成17年伊勢市規則第

148号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の

規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を伊勢市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）に委任することに関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （委任） 

第２条 市長は、教育委員会に対して、次に掲げる事務を委任する。 

 (1) 私立学校に関すること。 

 (2) 不用物品（学校の用に供されていたものに限る。）の処分 

 (3) 次に掲げる施設の管理運営に関すること（使用料の徴収、減免及び

還付に係る事務を除く。）。 

  ア 伊勢市都市公園条例（平成17年伊勢市条例第159号）第11条第１

項に規定する有料公園施設 

  イ 伊勢市観光文化会館 

  ウ 伊勢市観光文化会館駐車場 

 （協議事項） 

第３条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち次の各号のいずれかに

該当するものを執行しようとするときは、あらかじめ、市長に協議し

なければならない。 

 (1) 重要又は異例と認められる事項 

 (2) 疑義のある事項 

 (3) 紛争論争又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項 
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   附 則 

 この規則は、平成19年10月13日から施行する。 
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 伊勢市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正す 

 

 

る規程をここに公表する。 

 

 

 

  平成 19 年９月 11 日 

 

 

              伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市訓令第７号 

   伊勢市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改

正する規程 

 伊勢市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程（平成17年伊勢

市訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表教育長、教育委員会の補助職員及び教育委員会の管理

に属する機関の職員の項第５号を次のように改める。 

 ５ 教育委員会の所掌に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び還付に

関すること。 

 第３条中「教育次長」を「教育部長」に改め、「議会事務局長」と」の

次に「、「次長」とあるのは「教育次長」と」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、平成19年10月13日から施行する。 
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 伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のよ 

 

 

 

うに定める。 

 

 

 

  平成19年９月１日 

 

 

 

            伊勢市病院事業管理者 世古口  務 
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伊勢市病院事業管理規程第８号 

   伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

 伊勢市病院企業職員の給与に関する規程（平成17年病院事業管理規程第

16号）の一部を次のように改正する。 

 第12条第１号中「19,700円（管理者が指定する日に勤務する場合にあっ

ては、17,200円）」を「20,000円(週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)

又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にお

いて勤務した場合にあっては、25,000円)」に改め、同条第２号中「前号」

を「前２号」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号

を加える。 

 (２) 医師等が、１月当たり２回を超えて勤務した場合にあっては、３

回目以降の勤務１回ごとに30,000円 

 別表第８に次のように加える。 

管理職緊急業務

手当 

管理職である医師(管理者を除

く。)が正規の勤務時間外に救

急医療等の業務に従事したと

き。 

１時間以上の勤務１

回につき10,000円。

ただし、従事した時

間が６時間を超える

場合は、15,000円 

 注 管理職緊急業務手当は、宿日直手当、管理職特別勤務手当及び救急

診療手当が支給される勤務については、これを支給しない。 

   附 則 

 この規程は、平成19年９月１日から施行する。 
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伊勢市告示第 102 号  

 

 伊勢市議会定例会を次のとおり招集します。 

 

  平成 19 年９月５日 

 

           伊 勢 市 長  森  下  隆  生      

 

１  招集の日時  平成 19 年９月 12 日（水） 午前 10 時  

２  招集の場所  伊勢市議会議場 
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伊勢市告示第 103 号 

 

伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第 15 条第

２項の規定により、廃物認定外放置自動車を次のとおり告示します。 

 この放置自動車の所有者等又はこの放置自動車の所有者等に心当たりの

ある方は、申し出てください。 

 なお、この告示の日の翌日から起算して６月を経過しても申出がないと

きは、当該放置自動車を不要物として処分します。 

 

平成 19 年９月６日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 廃物認定外放置自動車 

整 理 番 号 1905 

警告書はり付け日 平成 19 年７月 12 日 

放 置 場 所 伊勢市楠部町地内 倉田山公園駐車場 

メーカー名 トヨタ 塗 色 白色 

車 名 マークⅡ 
自動車登録

番 号
三重 500 つ 3001

放置自

動車の

形態等 
型式・種別 E-GX81・小型 車 台 番 号 GX81-6463397 

 

２ 申出先  伊勢市都市整備部維持課管理係 

（電話 0596－21－5589） 
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伊勢市告示第 104 号 

 

 平成 19 年度一般廃棄物処理実施計画を策定しましたので、伊勢市廃棄物

の減量及び適正処理に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 129 号）第６条

第１項の規定により、次のとおり公表します。 

 

  平成 19 年９月７日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市環境部資源循環課に備え置いて

縦覧に供します。 
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伊勢市告示第 105 号 

 

伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第 15 条第

２項の規定により、廃物認定外放置自動車を次のとおり告示します。 

 この放置自動車の所有者等又はこの放置自動車の所有者等に心当たりの

ある方は、申し出てください。 

 なお、この告示の日の翌日から起算して６月を経過しても申出がないと

きは、当該放置自動車を不要物として処分します。 

 

平成 19 年９月 12 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 廃物認定外放置自動車 

整 理 番 号 1820 

警告書はり付け日 平成 18 年９月３日 

放 置 場 所 伊勢市宇治浦田３丁目地内 街路広場 

メーカー名 スバル 塗 色 青色 

車 名 レックス 
自動車登録

番 号
三重 42 え 7012 

放置自

動車の

形態等 
型式・種別 V-KP3・軽自動車 車 台 番 号 KP3-035334 

 

２ 申出先  伊勢市都市整備部維持課管理係 

（電話 0596－21－5589） 
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伊勢市告示第 106 号 

 

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の２第１項及び同法第 115

条の 11 第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78 条の 10 第１号

及び同法第115条の18第１号並びに伊勢市指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成

18 年伊勢市規則第 15 号）第６条の規定により、次のとおり告示します。 

 

  平成 19 年９月 13 日 

 

              伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 介護保険事業者番号  

2490800014 

 

２ 事業者の名称及び所在地 

  名称  双寿園認知症対応型デイサービスセンター 

 所在地 伊勢市河崎３丁目 15 番 33 号 

 

３ 申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

申請者         社会福祉法人 邦栄会 

主たる事業所の所在地  伊勢市河崎３丁目 15 番 33 号 

  代表者氏名       理事長 塩谷 實彦 

代表者住所       伊勢市小俣町本町 1161 番地 
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４ 指定の年月日 

平成 19 年８月１日 

 

５ サービスの種類  

  認知症対応型通所介護 

  介護予防認知症対応型通所介護 
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伊勢市選管告示第 53 号 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条及び第 75条の規定による選挙権を有 

 

する者の総数の 50分の１の数並びに地方自治法第 76 条、第 80条、第 81条及び第 86 

 

条の規定による選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、下記のとおりです。 

 

 

  平成 19 年９月２日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

                記 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数   2,198 人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数   36,626 人 

 

 （参考）永久選挙人名簿登録者総数   109,877 人 
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伊勢市選管告示第 54 号 

 

 

 市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第 11項及び第４ 

 

条の２第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、下記のとおり 

 

です。 

 

 

  平成 19 年９月２日 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

               記 

 

１ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   18,313 人 

 

 （参考）永久選挙人名簿登録者総数   109,877 人 
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伊勢市上下水道事業告示第 47 号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。 

 

平成 19 年９月５日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
事業者名 所  在  地 指定年月日 

272 株式会社 斉田組 
伊勢市一之木３丁目

４番 32 号 
平成 19 年９月３日
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伊勢市上下水道事業告示第 48 号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第７条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者から給水装置工

事の事業の休止の届出があったので、次のとおり告示します。 

 

平成 19 年９月７日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

工事店名 所  在  地 休止年月日 

有限会社アクアライフ 伊勢市神薗町 682 番地３ 平成 19 年９月３日
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伊勢市上下水道事業告示第 49 号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第７条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者から給水装置工

事の事業の再開の届出があったので、次のとおり告示します。 

 

平成 19 年９月７日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

工事店名 所  在  地 再開年月日 

株式会社マナブ 伊勢市上野町 3326 番地 平成 19 年９月３日
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伊勢市上下水道事業告示第 50 号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。 

 

平成 19 年９月７日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
事業者名 所  在  地 指定年月日 

273 有限会社 来人産業
松阪市若葉町 480 番

地１ 
平成 19 年９月５日
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伊勢市上下水道事業告示第 51 号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第 10 条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店の

指定を次のとおり取り消しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により

告示します。 

 

平成 19 年９月 12 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定取消し年月日 

258 有限会社辻井設備 
多気郡明和町大字竹川

39 番地 39 
平成 19 年９月４日
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伊勢市上下水道事業告示第 52 号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。 

 

平成 19 年９月 12 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
事業者名 所  在  地 指定年月日 

274 
有限会社 

ティー･エム･シー 

津市安濃町戸島 806

番地 
平成 19 年９月６日
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伊勢市上下水道事業告示第 53 号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。 

 

平成 19 年９月 14 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定年月日 

258 
有 限 会 社 テ ィ

ー・エム・シー 
津市安濃町戸島 806 番地 平成 19 年９月 11 日

315 
Water Supply 

水工房 
松阪市久米町 1272番地３ 平成 19 年９月 11 日
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伊勢市上下水道事業告示第 54 号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。 

 

平成 19 年９月 14 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
事業者名 所  在  地 指定年月日 

275 世古口水道 
多気郡明和町大字大淀

523 番地 
平成 19 年９月 12 日
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伊勢市公告第 53 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

  平成 19 年９月３日 

 

               伊勢市長 森 下 隆 生     

 

農用地利用集積計画（利用権設定） 

利用権を設定する人 利用権の設定を受ける人 利用権設定面積 備考

１ 人  １ 人 3,963 ㎡ ３年

３ 人  ３ 人 13,189 ㎡ ５年

２ 人  ２ 人 16,712 ㎡ 10 年
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伊勢市公告第 54 号 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 63 条第２項において準用する

同法第 62 条第１項の規定による都市計画事業の図書の写しの送付を受け

たので、同条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。 

 

  平成 19 年９月７日 

 

                伊勢市長 森 下 隆 生      

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  伊勢都市計画道路事業 

  ３・４・９号日赤神田線 

２ 縦覧場所 

  伊勢市都市整備部基盤整備課 
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伊勢市公告第 55 号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 19 年９月 11 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市上地町 雑種 うす茶 雄 中 91 日以上 
左眼に腫瘍 

鎖の首輪あり

２ 抑留した日 平成 19 年９月９日 

３ 抑留期限  平成 19 年９月 12 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境部環境課（電話 0596-21-5540） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 
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伊勢市公告第 56 号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 19 年９月 12 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市津村町 雑種 茶 雄 中 91日以上 首にひもあり

２ 抑留した日 平成 19 年９月 11 日 

３ 抑留期限  平成 19 年９月 14 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境部環境課（電話 0596-21-5540） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 

 

 

28



伊勢市公告第 57 号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 19 年９月 12 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市曽祢 雑種 こげ茶 雄 中 91 日以上 青い首輪 

２ 抑留した日 平成 19 年９月 10 日 

３ 抑留期限  平成 19 年９月 14 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境部環境課（電話 0596-21-5540） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 
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伊勢市公告第 59 号 

 

公 示 送 達 

 

 下記の者の平成 19 年度介護保険料納入通知書は、住所、居所等が不明の

ため送達することができないので、介護保険法（平成９年法律第 123 号）

第 143 条において準用する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 20 条の

２の規定により、健康福祉部介護保険課に保管してありますから、来庁の

上、受領してください。 

 

平成 19 年９月 14 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

記 

 

氏  名 住    所 被保険者番号

浦田  勝 伊勢市御薗町長屋 550 番地１ 9000117706 

西川 精一 伊勢市船江１丁目８番 12 号 0300024275 

殿村 四郎 伊勢市吹上２丁目８番 18 号 0300033452 

川崎 一雄 伊勢市河崎２丁目 21 番 31 号 0300038108 

藤本ミツ子 伊勢市大世古３丁目１番２号 0300071730 

山本  勇 
伊勢市浦口４丁目 28 番 11 号 

市営住宅浦口団地 17 号 
0300125068 

猪野 楠衞 伊勢市岡本１丁目 18 番 43 号 0300137714 
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小津幸三郎 
伊勢市吹上２丁目９番 34 号 

株式会社丸二内 
0300203900 

鹿海 稔久 伊勢市小木町 416 番地１ 0300204053 

久世  修 伊勢市馬瀬町 614 番地 15 0300205524 

江村 南斗 
伊勢市一之木４丁目２番 47 号 

森田荘２号 
0300219490 

山本 信子 伊勢市中村町 173 番地１ 野村荘は号 0300219706 

山本 光男 伊勢市船江４丁目４番 30 号 0300243565 

月脚 戰治 
伊勢市一之木４丁目６番７号 

フォーブル三木 103 
0300266020 

大谷  凉 伊勢市神久５丁目８番 46 号 神久荘 0300269008 

北村  稔 
伊勢市二俣２丁目４番 31 号 

市営住宅さくらアパート 24 号 
0300276490 

竹内  勇 
伊勢市小木町 589 番地１ 

ロイヤル中川 101 号 
0300291044 

北村 晋一 伊勢市一之木４丁目７番６号 0300296811 

柳田 豊一 伊勢市一之木４丁目３番１号 0300302239 

川口  實 伊勢市一志町 4 番２号 水谷荘 0300302932 

鹿海 厚子 伊勢市小木町 416 番地１ 0300310877 

上之郷美雄 伊勢市船江４丁目 14 番 39 号 0300321767 

西井美代子 伊勢市上地町 3879 番地 0300322567 

中北 昭博 伊勢市川端町 130 番地７ 0300329711 

八賀 信行 伊勢市小俣町元町 616 番地 0300334091 
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